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長期の投薬について 

 

 当院では、入院及び外来において後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用に積極的に取り

組んでおります。 

また、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対

応ができる体制を整備しております。 

なお、状況によっては、患者さんへ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあ

たって、患者さんに十分な説明を実施しておりますが、ご不明な点やご心配なことなどがあり

ましたら当院職員までご相談ください。 

当院では、後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤

の成分をもとにした一般名処方（一般的な名称により処方箋を発行すること※）を行う場合が

あります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者さんに必

要な医薬品が提供しやすくなります。 

一般名処方について、ご不明な点などがありましたら当院職員までご相談ください。 

 

※一般名処方とは 

お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方せんに記載することです。そうすることで供給

不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が提供しや

すくなります。 

当院は、医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより

取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関です。 

当院は、マイナ保険証を促進する等、医療ＤＸを通じて質の高い医療を提供できるよう取り

組んでいる保険医療機関です。 

当院では、患者さんの状態に応じ、28日以上の長期の処方について、対応可能です。 

ただし、長期処方が対応可能かは病状に応じて担当医が判断いたします。 


